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平
成
26
年
度
の
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
事
業
の
可
能
性
に
つ

い
て
問
う
。

 

消
費
税
引
上
げ
に
よ
る

消
費
動
向
、
市
民
の
要
望
等
踏

ま
え
つ
つ
、
景
気
判
断
を
行
っ

た
上
で
、
経
済
対
策
と
し
て
実

施
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

 

地
域
審
議
会
の
延
長
に

つ
い
て
問
う
。

 

地
域
審
議
会
は
合
併
市

町
村
の
協
議
に
よ
り
合
併
の
日

か
ら
26
年
３
月
31
日
ま
で
と
決

め
た
も
の
。
今
後
は
法
令
等
に

基
づ
く
組
織
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
活
性
化
を
話
し

合
う
自
主
的
な
組
織
と
い
う
も

の
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

 

現
在
旧
新
穂
村
時
代
の

公
民
館
建
物
は
な
く
、
そ
の
機

能
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

内
に
入
っ
て
い
る
。
行
政
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
元
気
館
に
移

転
す
る
話
が
あ
る
が
、
そ
の
場

合
、
公
民
館
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

 

行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
は
年
数
の
割
に
は
老
朽
化
が

低
い
と
い
う
報
告
も
受
け
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
ま
ず
耐
震
診

断
を
実
施
し
、
結
果
を
見
な
が

ら
市
民
の
方
々
と
協
議
を
し
て

い
く
。 

新
穂
体
育
館
は
教
育
委

員
会
が
老
朽
化
に
よ
る
安
全
性

の
心
配
を
強
調
す
る
の
に
、
避

難
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は

何
故
か
。

 

地
域
防
災
計
画
の
見
直

し
と
合
わ
せ
て
既
存
の
避
難
所

の
す
べ
て
を
見
直
す
。
ま
た
基

準
を
定
め
た
政
令
が
公
布
さ
れ

次
第
、
基
準
を
満
た
す
か
否
か

を
今
後
検
証
す
る
。

 

新
穂
歴
史
民
俗
資
料
館

に
つ
い
て
は
閉
館
あ
り
き
で
は

な
く
、
開
館
し
た
ま
ま
地
域
の

人
の
活
用
案
が
出
る
ま
で
の
時

間
が
ほ
し
い
。

教
育
長 

多
目
的
な
活
用
も
含

め
て
活
用
の
仕
方
が
あ
る
か
検

討
し
て
い
き
た
い
。
３
月
26
日

の
話
し
合
い
の
時
、
ご
意
見
も

伺
い
た
い
し
、
私
た
ち
も
少
し

考
え
を
述
べ
た
い
。

 

私
は
４
月
１
日
に
閉
め

る
の
で
は
な
く
、
協
議
し
て
い

る
間
だ
け
で
も
資
料
館
を
開
け

た
状
態
に
し
て
頂
け
な
い
か
と

言
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い

る
。

教
育
長 
今
ほ
ど
お
答
え
し
た

よ
う
に
、
多
目
的
な
活
用
が
で

き
る
か
ど
う
か
が
大
事
な
点

だ
。
現
状
の
ま
ま
だ
と
開
館
で

き
な
い
。
開
館
す
る
と
い
う
方

向
で
今
後
多
目
的
な
活
用
が
で

き
る
か
を
詰
め
て
い
き
た
い
。

 

厳
し
く
な
る
合
併
11
年

の
中
、消
費
税
増
税
の
一
方
で
、

年
金
削
減
等
を
は
じ
め
、
社
会

保
障
の
給
付
減
と
負
担
増
が
行

わ
れ
る
が
、
市
長
は
、
今
で
も

増
税
が
必
要
と
考
え
て
い
る

か
。 

社
会
保
障
に
使
わ
れ
る

の
な
ら
、
い
た
し
方
が
な
い
と

考
え
て
い
た
が
、
現
状
は
大
変

不
満
で
あ
る
。

 

介
護
保
険
改
悪
は
、
現

状
に
当
て
は
め
る
と
、
特
養
入

所
で
32
人
が
外
さ
れ
、
要
支
援

者
の
通
所
、
訪
問
介
護
は
４
２

６
人
（
月
）
が
市
事
業
に
移
行

さ
れ
る
。
極
め
て
深
刻
な
問
題

で
対
策
が
必
要
だ
が
。

 

大
変
な
事
態
で
、
一
生

懸
命
研
究
し
て
対
応
す
る
。

 
保
育
料
の
第
２
子
の
無

料
化
は
、
大
い
に
評
価
で
き
る

が
、
来
年
度
か
ら
、
保
育
の
あ

り
方
や
保
育
料
等
も
含
め
制
度

が
大
き
く
変
わ
る
が
、
こ
の
施

策
を
継
続
す
る
か
。

 

２
人
目
以
降
無
料
化

は
、
制
度
が
変
わ
っ
て
も
継
続

す
る
。 

本
庁
舎
建
設
は
「
防

災
」
の
為
だ
が
、
２
月
の
大
雪

で
山
梨
県
全
体
が
孤
立
し
た
よ

う
に
、「
防
災
」
と
言
う
な
ら
、

支
所
等
の
充
実
こ
そ
が
必
要

だ
。 

本
庁
舎
だ
け
で
な
く
、

支
所
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
も
し
っ
か
り
や
る
計
画
で
あ

る
。 

災
害
で
地
域
孤
立
が
生

ま
れ
た
時
、
双
方
向
の
通
信
が

必
要
で
、
県
内
で
も
地
区
単
位

の
設
置
の
市
が
あ
る
。
有
効
な

衛
星
携
帯
電
話
は
。

危
機
管
理
主
幹 

消
防
本
部
と
本

庁
舎
の
み
の
設
置
で
あ
る
。

 

合
併
10
年
を
市
民
と
と

も
に
検
証
し
、
今
後
目
指
す
べ

き
計
画
を
立
て
る
べ
き
で
あ

る
。

　

市
の
内
部
計
画
が
主
の
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
計
画
で
の
産
業
振
興

で
「
日
本
一
お
客
様
に
愛
さ
れ

る
…
」
だ
け
で
な
く
、
年
頭
の

職
員
訓
辞
の
よ
う
に
「
福
祉
・

医
療
・
高
齢
化
対
策
の
日
本
一
」

を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

日
本
一
に
な
れ
る
か
ど

う
か
分
か
ら
な
い
が
、
満
足
の

い
く
よ
う
な
施
策
を
行
う
。

 

市
民
、
地
域
の
声
を
反

映
す
る
地
域
審
議
会
は
、
11
年

目
か
ら
な
く
な
る
。
市
長
は
、

支
所
の
存
続
に
政
策
を
方
向
転

換
し
た
が
、
支
所
等
を
拠
点
と

し
た
発
展
を
目
指
す
に
は
、
市

民
と
の
協
働
で
の
活
動
方
針
等

が
必
要
で
は
な
い
か
。

 

地
域
審
議
会
と
は
、
違

う
あ
り
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
を
ど
う
活
性
化
す
る
か
と
い

う
動
き
を
尊
重
し
、
活
性
化
を

目
指
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

一　

般　

質　

問

一　

般　

質　

問

消
費
税
増
税
や
社
会
保
障
改
悪
の
中
、合
併
10
年

を
検
証
し
市
民
と
の
協
働
で
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を

地
域
の
活
性
化
は

　
　

住
民
パ
ワ
ー
を
引
き
出
す
こ
と

中
川
　
直
美
　
議
員

渡
辺
　
慎
一
　
議
員

新穂歴史民俗資料館
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金
井
地
区
に
は
、
旧
金

井
町
が
平
成
12
年
度
に
設
置
し

た
防
災
無
線
施
設
（
屋
外
拡
声

器
）
が
45
箇
所
あ
る
。
こ
の
耐

用
年
数
は
40
年
以
上
と
さ
れ
て

い
る
が
、
現
在
、
設
置
か
ら
13

年
目
で
あ
る
。
新
年
度
予
算
に

こ
れ
ら
の
撤
去
費
約
１
２
０
０

万
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
全

て
の
支
柱
に
電
源
が
引
か
れ
て
い

る
の
で
、
緊
急
時
の
放
送
や
防

犯
灯
等
に
有
効
利
用
が
可
能
か

検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

緊
急
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム

が
４
月
１
日
か
ら
本
稼
働
す
る
の

で
、金
井
地
区
の
防
災
行
政
無

線
は
廃
止
す
る
。こ
の
廃
止
に
伴

い
屋
外
拡
声
器
の
支
柱
の
活
用

方
法
を
検
討
し
て
い
る
が
、現
在

関
係
部
署
で
防
犯
灯
設
置
に
む

け
て
具
体
的
な
調
整
に
入
っ
て
い

る
。な
お
、防
犯
灯
を
設
置
で
き

な
い
支
柱
に
つ
い
て
は
、地
元
住

民
と
活
用
方
法
を
協
議
す
る
。

 
ホ
テ
ル
等
へ
の
耐
震
診
断

と
耐
震
改
修
に
対
す
る
市
の
補

助
制
度
を
創
設
す
べ
き
で
あ
る
。

制
度
創
設
に
よ
り
、
佐
渡
観
光

と
地
場
産
業
の
振
興
及
び
市
税

滞
納
の
削
減
・
解
消
に
よ
る
税

負
担
の
公
平
性
が
確
保
で
き
る

も
の
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

 

耐
震
診
断
に
つ
い
て
は
、

県
に
準
じ
た
補
助

金
交
付
要
綱
の
整

備
を
指
示
し
て
い

る
。耐
震
改
修
支

援
制
度
に
つ
い
て

は
、１
年
間
か
け
て

制
度
の
あ
り
方
を

検
討
し
た
い
。

 

別
表
の
水

道
料
金
滞
納
者
に

対
す
る
対
応
は
評

価
す
る
。
今
後
は
、

更
に
取
組
み
を
強

化
し
、
滞
納
額
削
減
の
成
果
が

上
が
る
こ
と
を
期
待
す
る
が
ど

う
か
。 

大
口
滞
納
者
に
対
し
て

２
月
に
給
水
を
停
止
し
、現
年

度
分
の
納
入
と
過
年
度
分
の
分

納
確
約
書
の
提
出
に
よ
り
、現

在
、一
旦
給
水
し
て
い
る
。今
後
、

確
約
不
履
行
の
場
合
は
、給
水

を
停
止
す
る
。新
た
に
発
生
す

る
水
道
料
金
納
入
遅
延
時
も
同

様
と
す
る
。

◇賛否等の内訳　左表の賛否の分かれた議案 ( 網掛け ) について、議員別に賛否等を公表します。

議
案
等
の
番
号

議
決
結
果

賛否
の別 新生クラブ 市政会 地域政策

研究会
自由・三一ク

ラブ 民主党 日本共
産党 政友会 無会派

賛
成

反
対

駒
形　

信
雄

金
田　

淳
一

浜
田　

正
敏

佐
藤　
　

孝

大
澤
祐
治
郎

竹
内　

道
廣

加
賀　

博
昭

渡
辺　

慎
一

根
岸　

勇
雄

金
光　

英
晴

猪
股　

文
彦

金
子　

克
己

村
川　

四
郎

近
藤　

和
義

中
川　

直
美

中
村　

良
夫

坂
下　

善
英

笠
井　

正
信

中
川　

隆
一

岩
﨑　

隆
寿

山
田　

伸
之

荒
井　

眞
理

大
森　

幸
平

議
長

祝　
　

優
雄

2 可
決 17 6 ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

―

3 可
決 13 10 ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

5 否
決 9 14 ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

9 可
決 15 8 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

10 可
決 17 6 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

26 可
決 19 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 可
決 14 9 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

37 可
決 18 5 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

39 可
決 14 9 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

41 可
決 17 6 ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 可
決 18 5 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 可
決 18 5 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※　○は賛成、●は反対、―は採決せず。なお、議長は採決に加わらない。

一　

般　

質　

問

不
要
と
な
る
防
災
無
線
施
設
の
利
活
用 近

藤
　
和
義
　
議
員

水道料金滞納者に対する対応
１．水道料金大口滞納者に対する分納確約書内容
「当年度分を優先し、滞納分については分納計画（15年以内）
により納入する。不履行の場合は、確約日の翌日に給水を停止
する。」旨の確約内容とした。

２．大口滞納者（観光業者）5軒（5軒のうち1軒は既閉栓中）
　 うち分納確約とした者4軒（現在一旦開栓中）
３．分納確約とした大口滞納者4軒の収納状況

現年度分収納額（H26．1まで） 8，452千円
過 年 度 分 収 納 額 1，976千円
現年分＋過年度分収納額合計 10，428千円

4．給水停止強化の対象者数	 123軒
うち─ 2月において給水を停止した件数─ 34軒
─ 確約書により一旦開栓した件数─ 30軒
─ 滞納が解消した件数─ 8軒

（平成26年2月18日現在）　佐渡市水道事業

防
災
無
線
屋
外

拡
声
器
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議案等(審議結果)一覧

議案の番号 件　名 審議
結果

議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（新潟県市
町村総合事務組合規約の変更について） ◎

議案第２号
佐渡市特別職の職員の給与に関する条例及び佐
渡市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に
関する条例の一部を改正する条例の制定について

○

議案第３号 佐渡市職員の給与の特例に関する条例の制定に
ついて ○

議案第４号 佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について ◎

議案第５号 佐渡市附属機関の設置に関する条例の制定について ●

議案第６号 佐渡市金井地区防災無線施設条例を廃止する条
例の制定について ◎

議案第７号 佐渡市特別会計条例の一部を改正する条例の制
定について ◎

議案第８号 佐渡市過疎地域自立促進特別事業基金条例の一
部を改正する条例の制定について ◎

議案第９号 佐渡インフォメーションセンターの設置及び管理に
関する条例の制定について ○

議案第10号 佐渡市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○

議案第11号 佐渡市医療技術者奨学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第12号 佐渡市廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第13号 佐渡市児童遊園条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第14号 佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第15号 佐渡市高齢者共同住宅の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について ◎

議案第16号 佐渡市営畑野駐車場条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第17号 佐渡市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第18号 佐渡市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第19号 佐渡市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第20号 佐渡市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について ◎

議案第21号 佐渡市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第22号 佐渡市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第23号 佐渡市辺地総合整備計画（平成25～27年度）の変更について ◎

議案第24号 財産の無償譲渡について（旧川茂教職員住宅） ◎

議案第25号 平成25年度佐渡市水道事業会計資本剰余金の処分について ◎

議案第26号 平成25年度佐渡市一般会計補正予算（第７号）について ○

議案の番号 件　名 審議
結果

議案第27号 平成25年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について ◎

議案第28号 平成25年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について ◎

議案第29号 平成25年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第３号）について ◎

議案第30号 平成25年度佐渡市簡易水道特別会計補正予算（第３号）について ◎

議案第31号 平成25年度佐渡市下水道特別会計補正予算（第３号）について ◎

議案第32号 平成25年度佐渡市ケーブルテレビ特別会計補正予算（第２号）について ◎

議案第33号 平成25年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第３号）について ◎

議案第34号 平成25年度佐渡市五十里財産区特別会計補正予算（第１号）について ◎

議案第35号 平成25年度佐渡市病院事業会計補正予算（第２号）について ◎

議案第36号 平成26年度佐渡市一般会計予算について ○

議案第37号 平成26年度佐渡市国民健康保険特別会計予算について ○

議案第38号 平成26年度佐渡市後期高齢者医療特別会計予算について ◎

議案第39号 平成26年度佐渡市介護保険特別会計予算について ○
議案第40号 平成26年度佐渡市簡易水道特別会計予算について ◎
議案第41号 平成26年度佐渡市下水道特別会計予算について ○
議案第42号 平成26年度佐渡市歌代の里特別会計予算について ○

議案第43号 平成26年度佐渡市すこやか両津特別会計予算について ○

議案第44号 平成26年度佐渡市五十里財産区特別会計予算について ◎

議案第45号 平成26年度佐渡市二宮財産区特別会計予算について ◎

議案第46号 平成26年度佐渡市新畑野財産区特別会計予算について ◎

議案第47号 平成26年度佐渡市真野財産区特別会計予算について ◎

議案第48号 平成26年度佐渡市病院事業会計予算について ◎
議案第49号 平成26年度佐渡市水道事業会計予算について ◎
議案第50号 人権擁護委員候補者の推薦について ◎
議案第51号 人権擁護委員候補者の推薦について ◎
議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦について ◎
議案第53号 佐渡市二宮財産区管理委員の選任について ◎
請願第１号 佐渡市非核平和宣言の議会決議に関する請願 △
請願第２号 集団的自衛権行使の中止を求める請願 △
平成25年
請願第３号 消費税増税を中止する意見書の提出を求める請願 △

平成25年
請願第８号

「特定秘密の保護に関する法律案」の廃案を求め
る意見書提出に関する請願 △

議案の番号 件　名 審議
結果

議案第54号 専決処分の承認を求めることについて（佐渡市税条例の一部を改正する条例の制定について） ◎

議案第55号
専決処分の承認を求めることについて（佐渡市国民
健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に
ついて）

◎

議案第56号 専決処分の承認を求めることについて（平成25年度佐渡市一般会計補正予算（第８号）について） ◎

議案第57号 平成26年度佐渡市一般会計補正予算（第１号）について） ◎

議案第60号 佐渡市監査委員の選任について ◎

議案の番号 件　名 審議
結果

議案第61号 佐渡市へき地保育園条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第62号 佐渡市教育委員会委員の任命について ◎
議案第63号 佐渡市教育委員会委員の任命について ◎

◆第１回（３月）定例会	 ◎は全会一致で可決、○は賛成多数で可決、△は継続審査、●は否決

◆第２回（４月）臨時会 ◆第３回（５月）臨時会
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◆議会のうごき
月 日 内　　　　容

1月

17日 議会報編集特別委員会
23日 議会報編集特別委員会
30日 各派代表者会議
31日 観光対策等特別委員会

2月

7日 観光対策等特別委員会
12日 総務文教常任委員会
17日 新市建設計画等特別委員会
24日 議員全員協議会
28日 議会運営委員会

3月 3日 議会運営委員会
4～24日 第１回（３月）定例会

4月

4日 議員全員協議会

9日 各派代表者会議
議会運営委員会

10日 各派代表者会議
11日 第２回（４月）臨時会
28日 議会運営委員会

5月 1日 第3回（5月）臨時会

◆行政視察来市状況
月 日 内　　　　容

１月 22日
大阪府大東市議会

（空き家対策事業についてバイオディーゼル燃料化事業について）
３月

26日
27日

新潟県糸魚川市議会

（郵便局との包括連携協定についてトキと自然を活かした交流人口拡大対策について）

４月

10日
11日

新潟県議会

（佐渡の魅力を生かしたスポーツイベントの取組トキの野生復帰に向けた取組 ）
21日

福井県議会

（佐渡金銀山の世界遺産登録に向けた取組とねらい、世界農業遺産登録と持続可能な環境再生・産業振興の取組 ）

議会の傍聴においで下さい!
　議会の本会議は公開されています。議場の受付で住所・
氏名などを記載していただくだけで、どなたでも自由に傍聴で
きます。お気軽にお越し下さい。
　議場は佐和田行政サービスセンターとなりの佐渡中央会館
内にあります。

議会報編集特別委員長　金　田　淳　一

　佐渡市議会は市民に開かれた議会を目指し、発足時から各世帯へ議会だよりを配布していま
す。本会議の様子については、地元ケーブルテレビ局の中継により市民理解が進んでいると思い
ます。しかし、その他の会議（各委員会等）でどの様な議題が審査され、市執行部と議員の間で
いかなる議論がされているのかは、あまり明瞭ではありません。
　二元代表制において対峙する両者の議論は、市政発展のための重要な必要条件であると思いま
す。そしてそれに対して市民の皆様からも意見をいただき、市政運営の方向性をみんなで確認し
ていくことが大事と考えます。この議会だよりがそれら情報収集の一つの手段として活用いただ

ければ幸いと思いま
す。
　編集作業について
は多岐にわたります
が、委員会メンバー
の協力を得て、市民
にとって分かりやす
く読みやすい紙面作
成に向けて努力をい
た し ま す 。 ご 愛 読
をお願い申し上げま
す。


